
使用済み燃料対策の総合評価が必要

原子力問題調査特別委員会

2018年12月7日（金）

鈴木達治郎
長崎大学核兵器廃絶研究センター センター長・教授



要 旨
• 日本は、使用済み燃料を「資源」として考え、全て再処理をしてプルトニ
ウム・ウランの再利用を行い、高速増殖炉で燃料サイクルを確立すること
を基本としてきた。

• 「全量再処理」を基本とする政策は変わっていないが、実態は再処理量は
3分の1程度、利用したプルトニウムは回収量（~50トン）の6%程度（~3
トン）にとどまっており、47トンが余剰として貯蔵されている。もはや高
速増殖炉路線は破たんしており、再処理の必要性は薄れている。

• 再処理の効用として、「資源効率」以外に「廃棄物の減容」「有毒度の減
少」が言われているが、科学的根拠は薄い。

• 現在は、ほとんどがプール貯蔵であり、安全面においても、経済面におい
ても「乾式貯蔵」が最も望ましい政策である。

• プルトニウム在庫問題は国際安全保障上、きわめて重要な課題であり、再
処理政策の見直しが必要である。そのために、社会的影響も含めた客観的
で総合的な評価が必要である。



原子力問題特別調査委員会:当面のアジェンダ

脱原発か否かにかかわらず、解決すべき重要な課題

1.未調査事項の追加ー使用済み燃料・廃棄物問題

2. IAEA基準－核テロリズム問題

3. JNES統合後の規制委機能ー規制庁の「技術的独立性」

4.住民同意ー地方における住民との対話の場

5.福島廃炉・安定化ー廃炉プロセスの透明性、被災者の人権保護

その他ー「もんじゅ」後の研究開発と人材確保



核燃料サイクル概念図：夢の破たん
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http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2005html/intro1_5.html
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全量再処理政策の下
使用済み燃料の直接処分
は法律で認められていない
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核燃料サイクルの意義：経産省の説明

6http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/pdf/001_03_002.pdf

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/pdf/001_03_002.pdf


原子力委員会小委員会の核燃料サイクル評価
（12/06/05)

• 今後２０～３０年を見通した場合、MOXリサイクルとワンスス
ルーのみが実用化しうる技術選択肢である。

• 資源効率でリサイクル、経済性・核拡散・セキュリティリス
クで直接処分（ワンススルー）が優位。

• 安全面、廃棄物両面では決定的な差異はない。

出所：原子力委員会、原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会、
座長報告、2012年６月５日。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo22/siryo1-1.pdf
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http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo22/siryo1-1.pdf


原子力委員会原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委で包
括的評価（2012)ー過去の投資ではなく今後費やすコストが重要
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http://www.aec.go.jp/jicst/NC/tyoki/tyoki_hatsukaku.htm

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/tyoki/tyoki_hatsukaku.htm
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http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo22/siryo1-2.pdf

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo22/siryo1-2.pdf
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http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo22/siryo1-2.pdf

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo22/siryo1-2.pdf


毒性（潜在的危険度） vs. リスク
（危険度）
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http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo22/siryo1-2.pdf

Once-through RecycleOnce-through Recycle

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo22/siryo1-2.pdf


使用済み燃料プール貯蔵のリスク
vs. 乾式貯蔵
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http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201302-e/130201-01e.html

http://photo.tepco.co.jp/library/130201_01/130201_006.zip

管管理棟の下に掘られたトンネル
ネッカーヴェストハイム原発 ドイツドイツ福島第一原発津波の後の乾式貯蔵福島第一原発4号炉貯蔵プールの冷却

出所：Frank von Hippel, 「二つの問題、一つの解決策」、
第51回国会エネルギー調査会、2015年6月18日

http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/201302-e/130201-01e.html
http://photo.tepco.co.jp/library/130201_01/130201_006.zip


増加する世界の核物質在庫量＝
合計１０万発分以上 (2018.6)

• 高濃縮ウラン（HEU）: 1,342.5トン

• 広島原爆~ 20,977 発分 (64kg/発)

• プルトニウム（Pu）: 518.6 トン

• 長崎原爆~86,440 発分 (6kg/発)

• 合計 107,417発分（＋1,260発増）

• 高濃縮ウランはほとんどが軍事利用で、
減少中。

• プルトニウムは民生用が7割近くで、今
も増加中。

• 日本は核燃料サイクルによるプルト
ニウム保有量（47トン）が非核保有
国で最大。
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Source: RECNA, http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/fms/poster

http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/fms/poster


政府もプルトニウム保有量削減に取り組み始めたが・・
再処理政策に変更なし

• エネルギー基本計画（18/07/03)
• 利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持し、
プルトニウム保有量の削減に取り組む。これを実効性あるものとす
るため、プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮しつつ、
プルサーマルの一層の推進や、2016年に新たに導入した再処理等拠
出金法の枠組みに基づく国の関与等によりプルトニウムの適切な管
理と利用を行う。 http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180703001/20180703001-1.pdf

• 原子力委員会「プルトニウム利用の基本的考え方」
（2018/07/31)－

一歩前進だが十分ではない
• 我が国は、上記の考え方に基づき、プルトニウム保有量を減少させる。プ
ルトニウム保有量は、以下の措置の実現に基づき、現在の水準を超えるこ
とはない。

https://www.nsr.go.jp/data/000241071.pdf
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http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180703001/20180703001-1.pdf
https://www.nsr.go.jp/data/000241071.pdf


再処理等拠出金法への附帯決議
（2016/05, 第190回国会閣法第17号)
1. 柔軟性を確保すること：将来的に状況が変化し、政策の見直しが必要となる場合には政府は責任をもって見直しを

検討し、必要な措置を講じること。

2. 核燃料サイクル政策の将来における幅広い選択肢を確保する観点、さらに、すでに発生している研究炉の使用済燃
料や福島第一原子力発電所の使用済燃料対策の観点から、使用済燃料の直接処分や暫定保管を可能とするための技
術開発や必要な措置など、多様なオプションの検討を進めること

3. プルトニウムの需給バランスに関して、「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を堅持するとともに、

政府は原子力事業者に対して、この原則を認識したうえで再処理事業を実施するよう指導し、仮にこの方
針に反する再処理等事業の実施中期計画を認可法人が策定した
場合には、経済産業大臣はこれを認可しないものとすること。

4. プルトニウムバランスについては原子力委員会の意見を聴くこと

5. 再処理事業が及ぼす影響は、地域振興から国際安全保障に至る
まで幅広いため、事業の推進に際しては、事業を総合的・大局
的な観点から評価する仕組みを構築すること

6. 使用済燃料の貯蔵能力の強化や高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定を巡る課題の解決に向け、国がその責任
と役割をより一層明確にしながら的確に対応すること。

7. 使用済燃料の再処理等を進めるに当たっては、青森県、六ヶ所村など立地自治体等関係者の理解と協力が不可欠で
あることに鑑み、今後とも再処理事業について、これら立地自治体等関係者との信頼関係の下で、円滑かつ連携し
て進められるよう留意すること。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/keizaiA434A071B3E18FCE49257F9C00271C6
D.htm
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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/keizaiA434A071B3E18FCE49257F9C00271C6D.htm

